
あなたの今年の合計所得金額は、
500万円以下ですか？

所得金額の合計額が48万円以下の
同一生計の子（他の人の控除対象
配偶者や扶養親族になっている子
は除く）がいますか？

事実婚の相手(*)がいますか？

該当しません

該当しません

ひとり親控除（35万円）該当 寡婦控除（27万円）該当

あなたの性別は？

死別・生死不明ですか？

該当しません

扶養親族が
いますか？

(*)事実婚の相手とは：
1．給与所得者が住民票に世帯主と記載されている
場合は、世帯主との続柄が世帯主の「未届の夫」ま
たは「未届の妻」である等、世帯主と事実上婚姻関
係と同様の事情にあると認められる続柄の記載があ
る人
2．給与所得者が住民票に世帯主と記載されていな
い場合は、世帯主との続柄が世帯主の「未届の夫」
または「未届の妻」である等、世帯主と事実上婚姻関
係と同様の事情にあると認められる続柄の記載があ
る人
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寡婦（寡夫）・ひとり親控除対象者 チェックリスト


